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農経論叢第51集， 1995， M訂.

稲作経営における水稲共済の機能に関する一考察

一共済機能の集落間格差を中心に一

本郷 徹・志賀永一

A Study on the Functions of Rice Insurance 
in A Paddy Farming 

-F orcusing on Difference between Districts一

Toru HONGO・EuchiSHIGA 

summary 

Paddy farmers in Hokkaido have been suffering仕omcold weather damage for a long time. They 

have a Crop Insuranse system to compensate for the loss of crops. 

The pぽposeof白ispaper is to clar前出echaracteristics of calamity compensation to paddy farmers. 

A comparative method of analysis was used with two dis凶cts(slight darnage and severely darnage) in 

K1TAMURA， Sorachi. 

The conclusion of this paper is白紙 calamitycompensation through Rice Insurance does not always 

fulfill its P町posein the short term， but we recognize出atits pぽposeis accomplished in the long term. 

The differences in the districts are comparatively large in K1T AMURA.τbe balance of Rice Insurance 

for farmers in a severely dameged dis回ctis more e妊'ectivethan a small district in a仕equentlydamaged 

period. However， it is more ineffective in rarely dameged period because the premium is high in a sev-

erely damaged district. The object which determines the degree of effect is the仕equencyof severe 

calamity. 

As f;紅 as出erice farmers' views of Rice Insurance， especially in slightly damaged districts， it is found 

也氏thereis a tendency to underestimate the effects. Nevertheless， the demand for Insurance is high to 

guard against calamities. 

1.問題意誌と課題

平成5年は全国的に異常低温，日照不足が続き，

さらにこれに長雨，台風などの被害が加わり，水

稲が作況指数 r74Jの「著しい不良Jとなったの
をはじめとして，ほとんど全ての農作物に甚大な

被害をもたらす結果となった。中でも北海道稲作

は， 7月から 8月にかけての出穂期(冷害危険期)

における異常低温により，作況指数 r40Jという
未曾有の大凶作を記録した。この端的な例に示さ

れるように，北海道は冷害を代表とする自然災害

頻発地帯である。

8う

農家の栽培技術面での努力によって，ある程度

農作物の被害を軽減することは可能であろう。し

かしながら，平成5年の災害は，一農家の努力の

みでは対応しきれない場合があることを示してい

よう。農業が自然を相手にする産業である限り，

これは常につきまとうリスクと考えることができ

る。

そのような自然災害による作物等の被害を補償

して，農業の再生産を可能たらしめる機能を果た

しているのが農業災害補償法，いわゆる農業共済

制度である。農業災害補償法は昭和22年に制定さ

れて(註1)以来，約半世紀の聞大凶作時の収入
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減を補償することで農業経営の発展を支えてきた。

しかし，稲作技術の向上，耐冷性品種の開発，そ

して平成5年を除けば最近10年聞は比較的気象が

安定的であり，被害が発生するというケースが少

なかったことから農家にとって農業共済の存在が

薄れつつあること，また共済掛け金の政府負担割

合が漸次引き下げられてきているなどという制度

的な変化(註2)もあり，農業共済に対する評価

(農家側からの)が変化してきているように思わ

れる。

現在，農業共済には稲・麦を含む農作物共済の

他に，家畜共済，蚕繭共済，果樹共済，畑作物共

済，園芸施設共済と，作目対象ごとに 6つの共済

事業が行われている(註3)が，農作物共済は果

樹や畑作物共済とは異なり，作付農家全戸(註4) 

に共済加入が義務づけられている(以下「当然加

入制jと称する)。当然加入制であるため，仮に

それが組合員にとって有効なものではなかったと

しでも共済加入を中止することはできない。農作

物共済が需要を反映できないサービスであるから

には，必然的に全組合員への有効性が求められる

ことになる。

そこで本稿では水稲共済に注目し，北海道の代

表的稲作地帯の一つである空知支庁の北村を事例

として，第1に水稲共済の災害補償効果について
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2集落(被害僅少，甚大地区)の比較分析を行い，

第2に農家の水稲共済に対する意識について若干

の考察を加え，農家の水稲共済需要に関するファ

ク卜・ファインデイングを行うことにより，水稲

共済の機能(註5)の特質を検討していく一助と

したい。

2.北村農業における水稲共済の機能

1)北村の自然災害

北村は北海道空知支庁管内の南西部に位置し，

稲作を基幹とする純農村である。地形は南北に細

長く平坦で，土壌は石狩川左岸に沖積土が一部み

られるが，石狩川から遠ざかるにつれて高位泥炭

土壌となる。北村は石狩川の支流が多く存在して

いるため，北海道における主たる災害である冷害

に加えて，かつては水害の常習地帯でもあった。

図1は北村の水稲単収の推移を示したものである。

平年では比較的単収水準の高い北村であるが，水

害のあった昭和37年.50年.56年はいずれも全道

平均，空知平均を下回っている。冷害は多少の地

域差はあるにせよ，北海道ほぼ全域にわたって被

害が及ぶものであるが，水害は局地的であり，そ

の意味において北村は「冷害+水害jという自然

災害の被害を多く受けてきた地域ということがで

きょう。図 1中の数字は北村の作況指数を示し，

冷88 冷90

50 60 平成 2 5 (年)5556 

図1 最近40年の水稲単収の動き

(資料)r北海道農林水産統計年報」各年次より作成。
註)図中の数字は北村の作i兄指数。
作況指数 r90J以下の年を挙げた。
い…いもち病 冷……冷害 水……水害
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図2 空知支庁の水稲平均単収と変動係数(昭和49-平成5) 

(資料) r北海道農林水産統計年報」各年次より作成。
註)夕張は除〈。

90以下の「著しい不良Jとなった年を全て挙げた
ものであるが，やはり冷害とともに水害の被害を

たびたび受けているのが注目される。

図2により，北村を含む空知の市町村の過去20

年間(昭和49年一平成 5年)の単収をみると，深

川などを含む北空知の市町村は平均単収が高くか

っ安定的であり，それに比べて南幌などを含む南

空知は単収が低く，変動が大きいという傾向を見

てとれる。北村について見ると，単収は比較的高

い町村に属するが，変動係数も高めに位置してお

り，北村は「北空知的」側面および「南空知的」

側面の両方をもちあわせる町村と考えられる。さ

らに，北村の平均単収，変動係数がともに空知平

均に近いことからも，本稿の北村を事例とした考

察は空知における共済機能構造の特質を示すもの

と考えられる(註6)。

2)北村における水稲共済の機能

北村における近年の共済制度の最も大きな変化

は，補償割合の変化(損害評価方式の変化)であ

る。 ~t村では昭和58年まで半相殺方式を採用して

いたが，昭和59年から全相殺方式に変更して現在

にいたっている(註7)。全相殺方式は空知にお

いては栗沢町が昭和55年から採用し，続いて昭和

58年から長沼町や中空知共済組合(7市町村)が

87 

導入している。 58年の大冷害で北村の半相殺方式

と周辺市町村の全相殺方式との補償率の差が明ら

かに現れたことから，北村ではその効果に対する

期待を持って全相殺方式を採用したのである。と

ころが，昭和59年以降特に大きな災害は無く，全

相殺方式の効力を経験する機会が少なかったこと

で，農家は半相殺方式に比べて掛け金が高く設定

される全相殺方式を評価できなかったものと考え

られる。

北村における昭和49年~平成5年の水稲共済掛

け金・共済金などの総金額を表1に示した。北村

の過去20年間の共済掛け金と共済金を比較すると，

総額で、は受け取った共済金は支払った掛け金の2

倍以上となっている。また， r共済差引Jに示さ
れるように，この20年間の無事戻し金，賦課金も

含めた一戸当たり受取総額は支払総額を565万円

上回っているという計算になる。平成5年の大冷

害による差引を除いたとしても114万円受取額が

上回っている。

過去20年という長期タームでみると，北村にお

いて，水稲共済の災害補償効果は果たされていた

ということができる。しかし，前掲図 1に示した

ように，北村における自然災害は昭和58年以前と

昭和59一平成4年では，その発生頻度に明らかな

差が見られる。水稲共済の災害補償効果は大災害
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表 1 過去20年間の共済掛金と共済金受取額(水稲)

引受戸数引受面積 (A) 但 (C) (D) (E) 一戸当たり lOa当たり

(戸 (a) 共済掛け金受取共済金 賦課金無事戻金 共済差引

昭和49年 823 414，148 58，757 

50年 847 494，713 100，241 

51年 862 532，290 120，225 

52年 843 508，501 121，371 

53年 810 448，300 114，277 

54年 780 439，348 113，794 

55年 771 377 ，276 95，802 

56年 761 374，676 98，636 

57年 745 371，754 101，577 

58年 747 392，910 109，015 

59年 769 407，780 149，481 

60年 765 428，735 165，950 

61年 756 412，446 196，465 

62年 751 389，382 183，577 

63年 732 388，844 145，582 

平成元年 721 388，691 139，047 

2年 707 387，160 139，509 

3年 690 385，689 135，858 

4年 675 433，394 152，296 

5年 648 503，381 179，010 

合計 2，620，471 

年平均 128，498 

(資料)竺知中央NOSAI資料より。

。
483，448 

1，062，855 

547 。
。

382，507 

634，222 

1，822 

448，343 

。
37，914 

144 

152 

3，212 。
。
。

88，367 

3，123，104 

7，220 39，569 

9，758 15，899 
10，952 1，157 

18，041 1，906 

20，992 7，844 

20，731 164，155 

17，893 1，896 

17，842 3，499 
17，412 37，133 

18，457 4，709 

19，510 16，976 

15，042 16，597 

14，521 166，121 

13，726 3，053 

13，678 10，236 

19，228 32，804 

19，239 59，878 

19，314 42，372 

21，681 23，472 

25，157 4 

-65，978 

413，018 

947，577 

-137，708 

-133，363 

126，681 

432，968 

519，640 

-113，667 

358，004 

-164，282 

126.103 

-194，245 

-31，029 

-152，995 

-148，039 

-125，944 

-95，294 

43，238 

2，942，410 

6，266，637 340，394 649，2沼o39，955，054 
313，332 17，020 34，172 197，753 

註)(A)共済掛け金は農家負担分の掛け金である。
(E)共済差引=(B)+(D)- ¥(A)+(C)¥ 
単位は(A)-(E)までは(千円)。それ以外は実数である。

差引(円) 差引(円)

-32，088 -638 

459，678 7，870 

1，082，175 17，525 

-162，466 -2，693 半

-157，315 -2，842 

37，988 674 相

351，113 7，175 

684，945 13，912 殺

-107，427 -2，153 

435，850 8，286 

-197，679 3，728 

-165，336 -2，950 

-59，154 1，084 

258，452 4，985 全

-199，196 -3，750 

-174，024 3，228 相

-139，845 -2，554 

-163，478 -2，925 殺

-92，056 1，434 

4，504，539 57，987 

5，647，772 78，466 

282，389 3，923 

が頻発しない限り期待できないという面が考えら

れるため，表2に示したように昭和59年から平成

5年冷害の前年までの 9年聞を「安定期」とし，

それ以前の 9年間を「災害多発期」として時期区

分を行った。災害多発期には北村は 9年中 3回

の冷害と 2回の水害に見舞われ，この 9年間で一

戸当たり 267万円の差引プラスが出ているのに対

し，安定期は平成4年の冷害によって多少の被害

が発生した程度で，ほとんど目立つた共済金受給

がなく，差引はマイナスとなっており，両時期に

おける災害補償効果の差は顕著に表れている。

北村平均で見た水稲共済は短期的な局面に限っ

てみると，必ずしもその効果を発揮しているとは

いえない時期があった。しかしながら，水稲等の

作物が一般的に単年度収支であるのに対して，保

険の一種である水稲共済は長期サイクルで資金回

収がなされる一部門という見方をすべきであろう。

そして， 20年という長期タームでみれば，結果的

に共済差引はプラスとなっており，北村において

は水稲共済の災害補償効果は果たされてきたとい

表2 災害多発期・安定期の水稲共済累計比較 (円)

一戸当たり差引 10 a当たり差引 共済金受取率

災害多発期(昭和50-58) 2，667，578 48，983 292% 

安定期(昭和59一平成4) ー 1，449，089 -26，637 32% 

(資料)空知中央NOSAI資料より作成。
受取共済金+無事戻し金

註)共済金受取率~~，・ ;:-=-x100 
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うことができょう。

以上の北村平均の時期区分による考察から，水

稲共済の災害補償効果は災害の頻度と被害率に

よって規定されるということが想定される。そこ

で次節以降では，北村の中で特に災害の頻度と被

害率が異なる 2地区を取りあげ，それぞれの地区

における水稲共済の災害補償という面での機能の

差と，それによる農家の意識の相違について検討

する。

3.被害僅少・甚大地区の共済機能比較

1 )事例集落の概要

事例としたのは北村の中でも比較的被害率の低

い豊正H区と，それの高い砂浜S区である。北

村の一戸当たり経営耕地面積が885aなのに対し，

H区は572a. S区は770a (1990年センサス集落

カードより)となっており，面積は両地区とも村

内では比較的小規模で、ある。また S区は大半の

農家がライスセンター，機械利用組合に加入して

おり，育苗，収穫等を共同で、行っている農家が多

い。ライスセンターに出荷している農家に水稲被

害が発生した場合には，出荷量調査のみで損害評

価がなされ，圃場調査は全く行われていない。そ

もそもこの出荷量調査が全相殺方式の本来の損害

評価方式なのであるが(註8). s区以外の地区
では自治区単位で‘圃場調査を行っているのが実態

である。

図 3で豊正H区，砂浜S区の過去20年閣の水

稲の被害率を比較すると H区は災害時の単収変

動が比較的小さく，逆にS区は変動が大きいこ

とがわかる。また，平成5年度の共済基準単収，

実際勾単収はそれぞれ H区が542kg.283kg. S 

区が498kg. 12lkg (註 9)となっており H区

の方が単収水準は高くなっている。

過去の災害に関していえば s区は冷害によ
る被害もさることながら，昭和56年に大水害によ

る被害を受けた地域である。農家によっては床上

40cmほどの浸水があり，緊急避難を余儀なくされ

たほどであり，これによって水稲が収穫皆無に近

い農家もあった(この地域では昭和58年冷害より

もむしろこの56年水害の方が被害は大きかった)。

しかし，昭和56年以降，排水機場の整備をはじめ，

治水工事が進んだことにより，現在ではほとんど

水害の危険性は無くなっている。それに比べて H

区は，昭和62年に一部冠水したことがある程度で，

水害の影響をほとんど受けたことが無く，冷害年

の被害も比較的安定している地域である。

平成 (年)

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 
、，
、、、"

l¥、l ，γl 1¥  / I¥:-¥:"クJ
10 

20 

金 30
額
被 40

害率 50 

60 

半相殺 》! 全相殺

80 
(%) 

図3 7)<稲被害率の推移

(資料)空知中央NOSAI資料より作成。
註)半相殺は 2~引j カット，全相殺は 1 割カットなので被害率の絶対比較はできない。

支払共済金
金額被害率= 、 x100 

基準収穫量Xkg当たり共済金額XO.9(or0.8) 

基準収穫量=基準単収(10a当たり)x面積(a)xO.1 
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表3 H区・ S区の水稲共済累計比較 (円)

一戸当たり差引 lOa当たり差引 共済金受取率

過去20年 2，784，657 38，179 189% 

被害 災害多発期 740，810 14，585 176% 

H区安定期 -888，080 -21，562 48% 

僅少 (平成5年 2，995，589 46，519 1266 %) 

19年(平成5を除く) -210 ，931 8，341 99% 

過去20年 9，738，394 181，424 329% 

被害 災害多発期 6，115，448 134，210 490% 

S区安定期 -1，368，620 -26，893 39% 

甚大 (平成5年 5，075，080 75，721 1647%) 

19年(平成5を除<) 4，663，313 105，703 231 % 

(資料)空知中央NOSAI資料より作成。

2 )災害額度の多寡による織能比較

被害率の異なるこの 2つの事例地区における水

稲共済の機能を検討する。両地区の水稲共済の支

払と受給の差引状況を表3に示した。昭和49年か

ら平成 5年までの20年間の10a当たり差引を見る

と， H区では4万円ほど受取額が上回っているが，

その額は北村平均の約8万円(表1参照)の半分

程度にとどまっている。ところが s区のそれ
は約18万円にものぼっており H区の 4倍以上

に及んでいる。しかしいずれにしても，両地区と

も20年という長期タームでみると差引プラスと

なっていることから，災害補償効果は果たされて

きたということカfできる。

次に前節の区分による「災害多発期J，r安定期」
の両局面においてその効果を比較する。まず，災

害多発期について検討する。仮に両地区とも収穫

皆無という事態が発生したとすれば，基準単収が

高い分だけ H区の方が共済金は多く支給される

ことになる。しかし，平成5年のように rlOO年
に一度」といわれる大凶作の年でさえも H区の

収量は比較的高かったことを考えると，収穫皆無

などというケースはH区においては皆無と考え

られる。したがって s区は基準単収が比較的
低く設定されてはいるが，一般的に凶作といわれ

る年には前掲図3のようにその被害がはるかに甚

大となっていることから，受取共済金の額が大き

いS区の方に，より有利に作用していたという

ことができょう。

安定期になると，差引は両地区ともマイナスと

なっているが s区の方がそのマイナス額はさ
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らに大きくなっており，受取率はS区の方が低

くなっている。これは共済掛け金が過去の被害率

をもとに決定されることから，掛け金は被害甚大

地区である S区の方が高く設定されている(註

10) ことが要因であろう。

共済差引の額に関しては平成5年一年の占める

数字が両地区ともにあまりにも大きいため，平成

5年を除き， 19年間の累計を見てみると H区

では差引がマイナスとなっている。 H区におけ

る平成 5年以前の水稲共済は19年という長期ター

ムであるのにもかかわらず，結果的には掛け金を

払わずに，その額を貯金にまわした方がメリット

があったということになる。減収率42%(H区)

という平成5年冷害が無かったとすれば，被害僅

少地区である H区において，水稲共済は災害補

償効果を有していなかったといわざるをえないの

である。

4.水稲共済に対する農家の評価

前節の考察から，水稲共済の災害補償効果は被

害の程度の地域差によって明らかに差があること

がわかった。昭和59年以降 9年間，特に大きな災

害もなく，農家にとっては長い間水稲共済が「掛

け捨て」的な存在となりつつあった。しかし，そ

の安定期の後，平成5年に未曾有の大冷害と直面

することになり，ほとんど全ての農家がこの共済

の災害補償効果を享受することになった。長期安

定と大凶作の両方を経験した翌年に当たる平成6

年時点において，被害僅少地区，甚大地区の農家

は共済をそれぞれどのように評価しているのであ
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ろうか。

この点を明らかにするために H区 S区の農

家に対して，次のような意向調査を実施した。

01 最近10年間(昭和59-平成5年:58年

冷害の翌年から)の水稲共済の掛け金の合計と共

済金の合計の差はいくらくらいだと思いますか。

a 払った方が多い ア 0-50万

b :t 0 イ 50-100万

c もらった方が多い ウ 100万-200万

エ 200万-300万
オ 300万以上

02 水稲共済の加入が自由になったらあな

たは加入しますか

o 3 麦共済の加入が自由になったらあなた
は加入しますか

この集計結果を表4に示した。

Q 1は昭和59年以降の安定期におけるいわゆる

「掛け捨て」分と，平成5年冷害による共済金と

の相殺額を感覚的に尋ねたものである。 H区の

農家は 8戸中 5戸が「払った方が多いjあるいは

r::!:: 0 Jと，また「もらった方が多い」と回答し
た農家も比較的その額を少額に感じているという

結果になった。これに対して S区は 8戸中 7

戸の農家が「もらった方が多い」と回答しており，

共済差引に対する意識において明らかな地域差ーが

見られる。しかし，これを NOSAIデータによる

実際の共済差引と照らし合わせてみると，両地区

を通じて実際の差引よりもそれを有利に(差引が

プラスの方向に)とらえている農家は一戸も無

かった。特に H区に関しては全農家が差引を実

際よりも不利に感じており，また S区も「金額

の想像がつかない」という 2戸 (S2， S 3) 

を除き 6戸中 3戸が不利にとらえているという

結果となった。前年に多額の共済金受給があった

のにもかかわらず，それ以前の長い安定期のため

に，感覚的には共済掛け金の負担感の累積が高額

の受取共済金を上回っていたと考えることができ

ょう。

しかし，北村で最も単収変動の安定的な地区に

属し，平成5年冷害の被害も比較的少なかったH
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区でさえも，共済差引はプラスとなっているのが

実態である。現実と農家の共済評価とのギャップ

は，特に被害僅少地区において強くあらわれてい

るが，両地区ともに水稲共済の災害補償効果はほ

とんど適正に理解されていないということができ

ょう。

次に，水稲共済，麦共済は当然加入制がとられ

ているが，それに対する農家側の実際の需要を Q

2， Q 3によって尋ねた。まず水稲共済に対す

るQ2に関してであるが S区はほとんどの農

家が差引をプラスととらえていたこともあり，全

農家が加入意向を示した。また逆に比較的マイナ

スであるととらえている農家が多かった H区に

おいても，ほとんどの農家が加入意向ありという

結果になった。加入意向なしという回答をした農

家番号H 1とH 2はQ1において最も差引マイ

ナスを大きく感じている農家であった。しかし，

H 1からは「共済金は一番苦しいときにもらえる

から，もらった時はうれしくて，それまでに支払っ

てきた金額のことを忘れてしまう」という回答が

聞かれ，共済加入を完全に否定するものではな

カ3っTこ。

H区の調査農家全戸について，平成5年を除い

た19年間(昭和49一平成4)における差引を計算

すると，全農家ともマイナスとなった。それでも

ほとんどの農家が加入意向を示したことから，被

害僅少地区の農家においても，将来の予知し得な

い自然災害リスクに対する最低限の対策として，

共済加入を必要視しているということが指摘でき

ょう。

ところで，表4のH 2の回答の中に「単収が

高いから掛け金が高い」とある。 H区は単収が

高水準で、あるために確かに共済金額(共済金が支

払われる最大限度額)は高く設定されている。し

かし，実際に平成5年の基準単収と10a当たりの

共済掛け金を見ると，北村平均の基準単収は517kg

で10a当たり共済掛け金は3，556円， S区は498kg

で4，404円であるのに対して， 542kgという高単収

水準の H区は3，475円と比較的低く設定されてお

り，高基準単収であるがゆえに掛け金が高いとは

一概には言えない。これは共済金額の差(つまり

基準単収水準の差)以上に両地区間の過去の被害

率の差が大きかったために，被害率をもとに計算
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2. 3の理由

水稲は(共済金を)もらう機会が少ない。麦は連作障害が出ているため単収変動が大きい。

この地区は収量が安定している。単収が高いから掛け金が高い。

掛け金分を貯金して備えるよりは安心。

冷害がこわいから。麦は 2-3年連作すると共済に頼るしかない。

万が一のことを考えると掛け金も妥当だから。麦は連作障害が出るから。

トータルするともらっているほうだし，水害も何回かあったので。

確実にとれるものではないから。絶対に冷害はある o 麦は作る意志がないから。

2年作くらいの蓄えがあればいいが，ないと不安だカら。

掛け金高くても平成5年のような年には共済金がないとやっていけない。

水稲が主力だから。例え掛け金が(政府負担が無くなって)倍になったとしても加入する。

災害に弱い地域だから。上流の治水対策が進むとかえって(自分のいる)下流が心配になる。

生命保険と同じ。例え払う方が多かったとしても入る。

何が起こるかわからないから。

ずっと必要だと思っている。平成5年以前から必要視していた。

米は平成5年で助かったから。麦は共済金をよくもらっているから。

平成5年のことがあるから。麦は(共済金を)もらったことがないし，作付を減らしているから。
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300万以上

(資料)r実際の共済差引jは空知NOSAI資料より作成。
註)調査時の簡略化のため差引は掛け金，共済金のみで扱い，無事戻し金，賦課金は含まれていない。

差引の期間は昭和59一平成5年。

「作付比率jは平成6年度のもの。実態調査による。

Q 1……a 払った方が多い b 士o 受け取った方が多い

ア 0-50万イ 50-100万ウ 100-200万ェ 200-300万

Q 2…".0 加入 ×ー非加入
オ
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される掛け金率の差から生じた結果である(註11)。

しかし，同回答によると fH区は単収水準が

高いため 8俵とれでも共済金があたる。このよ

うな共済であれば，掛け金は高い」とのことであ

り，多少の被害が発生しでも他地区の平年並の収

量がある H区のような高単収地院においては補

償率は低くても，掛け金が安い半相殺方式の方が

有利であるという可能性は考えられる。

最後にQ3により小麦の共済需要をみると，

水稲に比べてその需要は低いものとなった。加入

意向のない農家の理由としては，表4の作付比率

に示したように，麦が経営の中に占める比率が低

いため，自然災害発生時に経営に与える打撃の大

きさには違いがあり，これが水稲共済の需要との

差となってあらわれたものと考えることができょ

う。また，加入意向を示した農家は「連作障害で

被害が出やすいから」という回答が見られ，連作

といういわば後退的な経営対応による選択であり，

水稲と小麦の経営内における位置づけの違いが共

済需要に明らかにあらわれているということがで

きる。

また，被害僅少地区の H区に比べて，被害甚

大地区である S区の方が水稲単作傾向が小さく

なっているが，これはS区農家の自然災害対応

としての危険分散意識にもとづく選択を示してい

る，という見方ができ，災害頻度の差が農家の経

営対応にも影響を与えているということが想定さ

れるが，この点に関しては他日を期したい。

5.要約と結論

本稿では水稲共済を対象として，その災害補償

効果の特質を探るために，まず時期的区分によっ

てその効果を検討し，被害率の異なる地域間の比

較分析を行った。そして，それらの地域差から生

ずる農家の共済評価に関して考察を行った。

被害甚大地区の事例 S区の共済差引を最近20

年間で見ると，前半の昭和50年代には水害・冷害

が多発したため，共済差引のプラス額は大きくあ

らわれた。昭和59年からは安定期に入るが，共済

掛け金が高く設定されていたために，差引のマイ

ナス額は被害僅少の H区よりも大きくあらわれ

ることになった。しかし， 20年という長期ターム
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でトータルすれば，結果的に差引は大きくプラス

となっているのが実態であった。この S区の事

例に示されるように，水稲共済の災害補償効果は，

一般的に被害甚大地区においては十分に果たされ

てきたということができょう。

他方，被害僅少地区の事例 H区は災害多発期

において，やはりその被害の僅少さから無事戻し

金を計算に入れても，差引のプラス額は比較的小

さいものであった。安定期においては，掛け金が

低く設定されているため，差引のマイナス額はS

区に比べると小さくなっていた。 20年をトータル

すれば結果的には差引プラスとなったのであるが，

平成5年冷害を特殊なものとしてとらえ(確率的

に起こりうるものとして見ずに)，この年を除い

て計算すると， 19年というロングタームにもかか

わらず，差引マイナスとなっていることがわかっ

た。この事例に示されるように，被害僅少地区に

おける水稲共済の存在は，まさに激甚災害のため

の「積み立て預金」的な意味あいが強くなってき

ているように思われ，災害補償効果は十分に果た

されてきたとはいいがたい面がある。しかしなが

ら，共済掛け金の中には「リスクJというサービ
スの代金が含まれていることを無視するわけには

いかず，必ずしも差引マイナスが共済の意義その

ものを否定するものではないことも事実である。

このようなある一定年数の共済金受給が極度に

小さい農家に限り，任意加入制を導入するなどと

いうことは，今後検討されるべき事項であろう。

しかしながら 4節の意向調査の結果から明らかな

ように，過去の差引はマイナスだと感じていなが

らも，水稲共済をなお必要視している農家が見ら

れた。水稲共済の需要は，安定期を経た現在も比

較的強固であると考えられるが，それは麦共済と

の比較から明らかなように経営における作物部門

の地位と関連しているということができょう。

[付記}本稿作成に当たり，空知中央NOSAlの

柿田照彦氏には資料提供をはじめ，大変貴重なご

意見を賜った。また，北村の農家調査にあたって

は農家の方々に貴重なデータの提供をいただいた。

記して謝意を表したい。
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(註)

註 1)農業災害補償法の前身である家畜保険法は昭和4

年から，農業保険法は昭和13年から存在していた。農

業災害補償法成立の背景に関しては農業共済制度研究

会 (4) P 3 -16，山内(10) P 48-63参照。

註2)平成6年度から水稲共済の政府負担割合が改正さ

れている。詳細は全国農業共済協会 (14)1994年4月

号， P 58-60を参照。

註 3)この他に組合が独自で行う，建物や農機具を対象

とした任意共済がある。

註 4)北海道においては水稲は60a，麦は50a以上作付

者が当然加入となっている。

註 5)水稲共済は万一に備える保険的なものであるとい

う観点に立てば，経営を行う上での安心感を与えると

いうようなサービスも，共済の重要な一つの機能であ

り，必ずしも共済金を支払うことだけが共済の機能と

いうわけではないが，本稿では共済の機能を「災害補

償効果」に絞って考察する。

註 6)後出の事例地区は豊正H区が北空知的性格，砂

浜s区が南空知的性格の代表事例として見ることが
でき，その平均である北村平均が空知平均と対応する

と考えることができょう。

註7)半相殺方式とは2割以下の減収，または増収園場

を調査せず 2割以上の減収があった圃場のみの被害

を2割カットで補償する方式。全相殺方式は全圃場の

増収，減収を相殺し割カットで補償する方式。現

在北海道はほとんどが全相殺方式を採用している。詳

細は北海道農業共済組合連合会 (2)参照。

註8)農業共済制度研究会 (4)275-278ページ参照。

註 9)実際の単収は基準単収XO.9X(1ー金額被害率)

で計算した。

註10)共済掛け金率の目安である危険段階区分(空知中

央NOSAIでは15段階に分かれている)を農家ごとに

それぞれ平均すると H区は10(掛け金率6.071)， S 

区は 3(同8.896)の範鷹に入る。
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註11)共済掛け金=共済金額×掛け金率で求められる。
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